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個情法改正を受けた
「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」

及び
「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」

の見直しの検討

※生殖補助医療研究専門委員会（第37回）
ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する専門委員会（第14回）
ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会（第9回）
において使用した資料４を会議後一部修正したもの

資料２
第126回 科学技術部会

令和4年1月21日


























































